


















































































































54 DISCLOSURE REPORT 2024

JA長生

⑨元本補てん契約のある信託に係る農協法に基づく開示債権の状況
　該当する取引はありません。

⑩貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

⑪貸出金償却の額

（単位：百万円）

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合　　　　　　計

区　　　分 期 首
残 高

期　中
増加額

期中減少額
目的使用 その他

期 末
残 高

2023年度2022年度

期 首
残 高

期　中
増加額

期中減少額
目的使用 その他

期 末
残 高

（単位：百万円）

貸出金償却額

項　　　　目 2022年度 2023年度

－－

－
－
－

4
25
30

2
24
26

4
25
30

2
24
26

2
24
26

2
22
24

2
24
26

2
22
24

－
－
－

（単位：百万円）　

2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度
2022年度
2023年度

破産更生債権及びこれらに
準ずる債権

危　   険　   債　   権

三　月　以　上
延　滞　債　権
貸　出　条　件
緩　和　債　権

要 　 管 　 理 　 債 　 権

小 　 　 　 　 　 　 　 計

合 　 　 　 　 　 　 　 計

正　　 常　　 債　　 権

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務
　者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。
２．危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
　権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
３．要管理債権
　４．「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と５．「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合
　計額をいいます。
４．三月以上延滞債権
　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及び
　これらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。
５．貸出条件緩和債権
　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
　猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれら
　に準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。
６．正常債権
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区
　分される債権をいいます。

 
 

債権区分 債権額

87
101
113
59
0
0
0
0
0
0
201
160

21,263
23,388
21,464
23,548

保全額

59
56
10
8
0
0
0
0
0
0
70
65

担保
4
21
103
50
0
0
0
0
0
0
108
72

保証
23
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
22

引当
87
99
113
58
0
0
0
0
0
0
201
159

合計

⑧農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況
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